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第51号の発刊によせて

　記念すべき『世界の児童と母性』第50号「21世紀　子ども家庭福祉の

展望」のあとを受けて、第51号は「子ども家庭福祉援助実践の新たな展

開」を特集のテーマとして2］世紀に踏み入ることになった。

　子ども家庭の求めるさまざまな援助が各地で実践されている。虐待防

止に積極的に立ち向かおうとする「虐待対策班」の活動、多くの被虐待

児を抱える児童養護施設のなかで心のケアを担当する心理職、乳児院で

子どもと親の関係修復をめざす家庭支援専門員の活動、母子生活支援施

設やシェルターにおけるDV家庭などの、文字通り母子生活の支援、ま

たファミリー・サポートや子育て支援センター、ベビーシッター派遣と

いった新しいタイフの援助実践まで、臨場感あふれる実践の数々が集っ

たと思う。

　今年の夏はことのほかの暑さが日本列島を覆った。その中で子ども虐

待のニュースはあとを絶たず、子育てに悩む親たちも多い。社会全体の

システムのなかで「子ども家庭福祉」にライトを当てた時、新しい援助

の動きが展開されつつあることがわかる。しかしその動きはまだニーズ

に応えるのに十分とは言えない。

　子どものための病院の統廃合、小児慢性疾患医療費負担の見直し、児

童福祉施設の経費削減、国も自治体も財政難が理由だ。確かに効率化が

必要なものもあろう。だが子育てや子ども文化は採算や効率になじまな

いところがあるのも事実。これをしっかり支援することは、わが国の未

来にとって大事なことだと思う。

　今号から岩堂美智子氏、瀧口桂子氏、伊達直利氏の3人が新しく編集

委員になられた。また編集委員長は柏女霊峰氏から片岡が引きつがせて

いただくことになった。交替される前委員の方々に感謝しつつ、今後と

も本誌の発展のため、新委員の皆さんとともに微力を尽くしたいと思う。

　皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・片岡玲子
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子ども家庭福祉実践の
新たな展開

特 集
子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

　　　　　　　　　　　　まつばらやすお
明治院大学社会郷搬松原康雄

1．子ども家庭福祉実践における「すそ野」の拡がり

　J’・どもや家庭を取り巻く親族、地域、社会全体の

状況は大きく変化してきている、、r・育ては、家庭だ

けあるいは家庭と地域だけでも担いきれないものと

なってきているL、子ども自身も自然発生的なf川昌1集

団の形成が困難となり、地域における「居場所」を

喪失しつつあるt．t子育てや子育ちについて家族や地

域杜会だけに委ねるのではなく、社会的施策が関与

する領域が拡がり、いわゆる子育ての「社会化」が

進行してきている、。従来の．r・ども家庭福祉施策は、

特定の生活諜題あるいは養育課題に直面している∫・

ども、養育者、家庭に対応するものであった。しか

し、新たな施策は徐々に］㌣fて家庭・．1”ども全般を

対象とするものへと拡大してきている。これにとも

ない施策を実体化する子ども家庭福祉実践も、今後

その「すそ野」を拡げていくことになるであろう。

　また、こうした実践は教育や保健医療分野との連

携を視野にいれることになる。具体的には、以ドの

ような子育て家庭およびr・ども全般のニーズと、そ

れに対応する施策と実践があげられる。

　第・に、就学前児童を中心とした子育て支援のニ

ー ズがあげられる。保育所は、養育者の就労支援と

ともに、子どもの成長発達を支える役割を果たして

きたcしかし、0－2歳児の大’トは保育所以外の場

所で養育されている，、このうちのある部分は、認1‘∫

保育所の待機児としてカウントされている◇したが

って、保育所の増設や年齢》｜1定貝の見1白：しも必要で

ある。一一万、在宅で∫・どもを養育するグループも、

いわゆる現在の認可型「保育」は必要としないまで

も、．∫’育ての不安や、地域における孤L7：感に対応す

る社会的支援を必要としている、、子育てに関する相

談事業や自．i：保育グループの育成、　・時保育や子ど

もと親がともに1．1中・緒に過ごせる場所の提供など

の施策が実施されてきており、日常的な声かけから

相談への誘導、グループ活動のきっかけ作りやファ

シリテート等の実践がそのなかで展開されている。

　第二に、学童期から中高生の十育ちにおける地域

社会との関係形成に関するニーズが存在する。現

在、∫・どもたちは家庭と学校、家庭と「塾」の行き

来のなかで、地域における「居場所」を喪失しつつ

ある。異年齢あるいは同年齢升｛団の形成、地域住民

との交流は、コr一どもが地域住民の’貝として生活す

ることを実現・サポートする。これまでは、地域社

会内における諸行事が子どもを地域にとけこませる

役割を担ってきた◇しかし、都市部を1．rl心↓こ地域社

会そのものが変化するなかで、伝統的な行事のサポ

ー トあるいは新たな活動の展聞について、子ども家

庭福祉施策に期待が寄せられるようになってきてい



る．、虐待や不登校など特定の課題に加えて、放深後

児最対策の法定化、児竜館の対’象年齢拡大、子ども

会の支援、プレーパーク事業の拡大などが行われて

きている，，r・どもたちが気楽に立ち寄れる場所＝ブ

リースペース作りと述営は、今後の課題ともなる．、

　このような施策においては、r・どもを受容し、子

どもの声を活かす実践がH指されている、

　これらの子どもや家庭への新たな施策は、一∫・ども

家庭支援を通じた地域作りへと展開し始めている．．．

　高度成長朋以前のような地域社会の連帯は望みよ

うがないばかりではなく、例えばプライバシーの侵

害や「いじめ．」等の問題点も存在した、，むしろ、：三

ILI：代交流や「おやじの会」を通じた父親の参加、子

育てグループで培われた仲聞などを契機に、新たな

地域住民の関係作りが実現される可能性がある、、

2．複雑多様化する「相談」への対応

　」’・ども家庭福祉実践における11すそ野」が広がる

’方で、養育者や子どもが直面する問題が複雑多様

化かつ深刻化してきており、より馴1‘1性の高い実践

が求められてきている、、

　特に、了・ども虐待への対応については、「児情虐

待f防法」の施行等、社会的対応が進められてきて

いる。了・ども家庭福祉実践は、この分野でも従来に

ない方法と技術の模索を始めている：、

　ひとつは、虐待によって心身に「傷」をおった．r・

どものケアとキュアであるc、子どもに安心できる生

活環境を提供するだけではなく、自己信頼感の不足

や欠如への対’応、愛着行動の保障から思春期におけ

るまで、実践的な課題は多い。特に、親1’・分離とい

う形態をとらない場合の対応や、親．∫・II｝統合後の子

どもと養育者への対応は、施策としても未閉発であ

［1ヒ界の児Oi〔と母W

り、実践としても集約的なケアやキュアができない

状況の中で、どのような．i三体がどの程度の頻度で家

族にかかわるかを含めて、今後取り組まれていくべ

き課題であるF．

　第二に、子ども虐待への対応を含めて、複雑多様

化する「相談」は、「相談意志のない相談」に関す

る実践の進展を要請している、．了一ども家庭福祉分野

においても、施策は年々充実してきているといえよ

う．，また、「すそ野」の広がりは、施策の認知度を

高め、利用への意識を高めてきている部分がある。

　－h一で、施策そのものを認知していない養育者や

r・どもに加えて、認知のW肋にかかわらず利川意志

のない養育者や∫・どもが存在しているtttこのような

人々にとっては、施策が存在することや、新たに実

施されることは、それ自体では意義を有しない。利

川意志のない∫・どもや養育者に、援助者側がリーチ

アウトしていく実践があり、利川意志を形成してい

くかかわりがあってこそ、さまざまな施策が効果を

発抑できることになる。「［1に見える援助」、すなわ

ち施策を利用したことが明確にその家族にとって役

にくZったと認識できる援助内容の積み厄ねと、相手

を受容し貯定的に評fllliできるところを見いだす実践

とが両輪となって、「相談意志のない相談者．1のも

ち．手は、利用者に変わっていくことになる、，

　第．三に、了・ども家庭福祉実践は、直接的に］r一ども

や養育者に対’応するだけではなく、社会資源の開発

・ 動貝と、諸資源のネットワークを担ってきてい

る。子ども家庭福祉分野に限らず、社会福祉全体の

実践を体系化したソーシャルワーク理論は、古くは

「間接的援助」という視点で、最近ではエコロジカ

ル・アプローチという視点で社会資源と利用者との

結びつけを行ってきた、、了・どもや養育者の援助につ



いても、ひとつの機関や施設が抱え込むことができ

ないことは明らかである。他の福祉分野、関連分野

の諸資源を利用していくための援助や、利月1過程で

のトラブルの仲介もソーシャルワークの課題となっ

ている。これは、子ども家庭祈祉分野の実践でも同

様である。特に、子育てや子育ちに関する在宅福祉

サービスが不足する状況では、他分野との協働が欠

かせない。ネットワークは、単に援助に複数の機関

・ 施設が参加することを意味するものではない。こ

のネットワークがト分に機能しないと、援助を提供

するなかで新たな「相談意志のない相談」を形成す

ることにもなってしまう。複数の機関や施設がかか

わるなかで、援助を提供する側の意思疎通や共同の

援助方針策定等がなされてこそ、ネットワークが十

分な機能を発撫できる。協力を承認するネットワー

ク、個別の援助に取り組むネットワーク、直接援助

の担い手を支えるネットワークの構築が子ども家庭

福祉実践でも求められている。また、構築されたネ

ットワークの運営を担う実践も重要である。複数機

関・施設をネットワークのなかで、効果ll勺に機能さ

せていく実践、すなわちネットワーキングが必要と

なっている。

3．実践の体系化から子ども家庭福祉分野における

　ソーシャルワーク理論構築へ

　子ども家庭福祉実践が「すそ野」を広げ、専門性

を高めていくなかで、この実践を体系化するソーシ

ャルワーク理論構築が目指されることになるであろ

う。これまで、日本では子ども家庭福祉分野に特化

されたソーシャルワーク理論の構築が必ずしもなさ

れてきたわけではない。これには、次の三つの要囚

が考えられる。

4

　第・一・に、この要因は日本の社会福祉分野全体に」斐

通することであるが、これまで現場・の実践が専門家

の専1聴1的行為として社会的に問われてこなかった点

をあげることができる。子ども家庭福祉分野のみな

らず、杜会福祉全般でなんらかの事故や失敗が生起

した場合に、これまでマスコミをはじめとして当事

者も「行政責任」は追求しても、そこで展開された

実践が．5（門性という観点からみて適切なものであっ

たのかどうか、あるいは専門性に基づいていたとし

ても、それが有効であったのかどうかについては「問

う」ことがあまりなかった。たとえば、イギリスで

は「マリア・コルウエル事件」をはじめとして、虐

待死事例について、国が設置する検証委員会がワー

カーの実践内容について多角的な検討を行ってい

る。またアメリカでは、常に提唱されたソーシャル

ワーク・アプローチの効果を客観的に明らかにしよ

うとするプロジェクトが組まれている。

　第二の要因としては、子ども家庭福祉実践の場

合、実践の中でソーシャルワークを抽出することの

困難性をあげることができる。特に、入所施設の場

合、子どものケアはさまざまな「行為」を含んでお

り、すべてを専門的な子ども家庭福祉実践として位

置づけることは難しい。また、教育や保健医療との

境界領域にある実践も含まれている。この要因につ

いては、他職種と子ども家庭福祉あるいは社会福祉

職とを区分する指標の論議が根底に存在する、、実体

的には、入所施設における保育士職と指導員職の職

務をソーシャルワークという観点から把握した場

合、どのような区分と共通点を兇いだすことができ

るかは明らかにされていく必要がある。

　第三の要因は、第二の要因とも関連するが、この

ようなソーシャルワーク理論体系化に必要不可欠で



ある理論と実践との協働の不一卜分さをあげることが

できる。この点については、理論体系化を担う研究

者と実践を担う「現場」双方に状況を変化させるべ

き課題が存在する。前者にとっての課題は、英米等

の理論紹介は行ってきたが、それを現場実践で検証

していくこと、あるいは日本で使用可能な様式に作

り直していく作業を行ってこなかったことであるc、

　研究者の現場へのリーチアウト不足といってよい

だろう。この課題については、鮫近、研修の場でい

わゆる講義形式のものではなく、ワークショップ形

式のものが導人されるなかで、新たな取り組みがな

され始めている．，後者については、機関や施設の1閉

鎖性」が諜題としてあげられる、、児童相談所は、近

年「メンタルフレンド制度」の導人やIU　i｝tt，委員・主

任児童委員との連携を深めてきており、その「閉鎖

性」を変ILIIi：する動きを見せている。児～i：［福祉施設は、

外部に対’して開放的である施設も数多く存在する

が、プライバシーの保滋等を盾に第三者の評価を拒

否する施設も少なからず存在する。外部に開放する

施設であっても、施設内職員が基本的に不足してい

ることによる繁忙は、卜分な「処遇」検討の余裕を

もちにくい状況をもたらしてきていた．．／施設に関す

る第三者評価や苦1’lll解決システムの構築が進む中

で、外部の眼が施設内におよぶ機会は増加するであ

ろう、しかし、1吉情対応だけでは、・占［門的なサービ

ス提供とはなにであるかの検討は進展しない。

　了・ども家庭福祉実践は、施策制度を枠組みとし

て、これを養育者・j”どもに実体化する過程として

の役割を期待されている。さらに、現場実践を通じ

て把握された新たなニーズを挺子にして施策制度の

改変や創設を求めていくllj’能性を有している。さま

ざまなレベルでの先駆的な実践は、これまでも自治

llW”のLV　nl：とi／）性

体や国の制度として組み込まれてきた実績がある。

　このような実践は、その内容の体系化を通じてわ

が国独白のソーシャルワーク理論を生み出す1］］’能性

も有している。これを実現するために、前述した三

つの困難要因を解決していくことも、了・ども家庭福

祉分野全体の課題となるであろう。ワーカー個入の

力J’（1：に支えられた実践は、その内容がいかに優れた

ものであろうと、限られた対象にしか効果をもたら

さない。また、そのワーカーが．異動したり、退職し

てしまえば個人の経験や思いなどで維持された実践

は継承されない。さらに、個人的に優れたワーカー

の存在は、その対としてさほどでもないワーカーや

場合によっては質的に劣るワーカーの存在を前提と

する、，子どもや養育者にとって、「良い」ワーカー

が担当した場合と、そうではなかった場合がありう

るということは、制度施策に保障された便益を等し

く平等に受けられないことを意味する。実践を体系

化したソーシャルワーク理論は、サービス提供に一一

定水準で平等な内容を保障することにもつながるの

である、、新たな子ども家庭福祉実践は、実践の体系

化からr一ども家庭福制：分野におけるソーシャルワー

ク理論構築を実現するものとして展開される必要が

ある，、

　　援助者側が利用者の生活空間に出かけていき、利用者が課

1題の観と熱を蹴する酬肪援助するV一シャルワ訂

「：t”　f’リード：リーチアウト

1
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註こ　？

ファミリー・ソーシャル
ワークの展望

特 集
子ども家庭福祉援助実践の
新たな展關

　　　　　　　　　　い　　べ　きlう　こ

佛獄学社鮮部洲伊部恭子

1．社会福祉援助の立場からの子どもと家族への接近

　個々の伝統や文化、ルールをもった生活単位

（unit）である「家族」（family）に、社会福祉援助

の立場からはどのような接近が可能であろうか。か

ねてより社会福祉援助活動は、その目的を当事者ま

たは当事者を含む家族の生活困難の緩和や回復、生

活問題の解決に置いて展開されてきた。

　しかし、実際に援助対象を「家族」として捉えた

場合、われわれはいくつもの疑問にぶつかるし、そ

れゆえに頭を悩ますことも多い。例えば、あるアメ

リカのファミリー・ソーシャルワークの入門書に

は、その導入部のなかで、学生や初任ワーカーの抱

きやすい疑問として次のようなものをあげている。

　「ファミリー・ソーシャルワークの目的は何

か？」、「ファミリー・ソーシャルワークは家族療法

とどう異なるのか？」、「ファミリー・ソーシャルワ

ー カーの役割は何か？」、「自分の家族と異なる家族

に対して効果的な援助ができるだろうか？」、「家族

全体に関与するとはどのようなことか？…同時に家

族全員に関わっていくのか？」、「家族の一人ひとり

にどのように対処していくのか？」、「家族からの抵

抗があった場合には、どのように援助を進めていけ

ばよいのか？」、「家族の誰かから怒りを被ってしま

った場合にはどうしたらよいのか？」、「家族問題の

優先順位はどうすればよいのか？」、「家庭訪問の際

にはどのような点に留意すべきか？」、「近隣へ訪問

する際に身の危険が予測される場合には、どのよう

な点に気をつける必要があるか？」、「果たして自分

は家族を援助するということを十分理解しているだ

ろうか？」、「子どもに尋ねるときはどのような点に

配慮すればよいだろうか？」、「危機的状況にある家

族にはどう援助したらよいか？」、「民族的な背景な

どにより援助の方法は異なるだろうか？」OP‘iklJ。

　これらの疑問は、われわれにとっても共感する内

容を含んでいる。

　社会福祉援助の立場から子どもとその家族の生活

問題・生活困難をどう捉え、どう関与していくかと

いうことは、援助者自身の価値観や人間観が常に問

われるものであると同時に、家族システムについて

の理解、さらには家族のおかれている状況をその時

代の社会的状況や杜会問題と絡めて捉えるという視

座が求められる。わが国の児童福祉の歩みを振り返

ってみても、その萌芽は1950年代のホスピタリズム

論争までさかのぼる。高度経済成長を背景に市民の

生活基盤が大きく変化した60年代には、児童の生命

・ 生活が危機的状況にあるということを指摘した

「児童福祉白書」（1963年）や、厚生省児童局（当

時）が厚生省児童家庭局と改称されたこと（1964年）

など、子どもと家族が施策のターゲットとして打ち

出されている。要保護児童の「質的変化」が言われ

始め、また保育所の増設や児童館及び家庭児竜相談

室の強化などの施策が取られたのもこの頃からであ
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った、，70年代には多問題家族へのアプローチや家族

中心ケースワークの理論が着日されている．，児童都

祉の分野では、当事者としてのJT・どもとともにその

家族への支援の必要性をその視野に含みつつ展開さ

れてきた，．しかし、公権力を伴う家族への意図的な

介人が杜会的必然性によって認知されるようになっ

てきたのは、まさに．」こども虐待が社会問題として顕

在化し、社会的対策が急がれている昨今ではないだ

ろうか、，

　処童福祉法のili’11定から半世紀余りが経過した今

［］、子どもと家族への社会福祉援助は、家族という

私的かつ伝統的文化的な生活、Cif．T“1にどう公権力が関

与、介人するのかという課題と直面している、．，何が

川㌧どもの肢善の利益」を保匡1‖することになるのか

ということを具体化した援助課題とその共有、援助

方法とその計画、家族関係や家族のライフサイクル

の理解、法制度の整備を含めた援助者を支えるシス

テムの充実などとの接点においてファミリー・ソー

シャルワーク理論も位置づけられるのである、、

2．援助課題の具体化とその共有

　先に述べたように、社会福祉援助においてゴtども

や家族の生活問題に関与または介人するということ

は、社会的なサービスや制度を媒介にLた公権力を

伴う。当事者が援助の必要性を白覚していない場合

や援助を拒否している場合などの接近困難あるいは

援助困難（処遇困難）といわれるような援助対’象に

対して、なおかつ介入しなければならないというこ

とを援助者に決断させるのは、．∫・どもや家族が何ら

かの生活ヒの「危機」にあるということの認知に他

ならない。このことは、家族の生活．ヒの危機に対’し

て援助者自身がどのようにド1覚的であるかという問

題であるとともに、具体的な援助活動のなかでどの

ように援助組織、援助チームに共有されるか、社会

111／界の氾激とllt性

的に認知されるかという問題でもあるc

　虐待やドメスティック・バイオレンスなどでチー

ム援助の成果が指摘されているように、援助組織に

よる介人では、援助課題の見極めとその共有をはか

ることが求められる、，それがどのような意図があ

り、どのような見通しのもとに、どのような計1珂と

方法によって実施されるのかが検r討されなければな

らなし㌔これらの内容が援助関係者に共有されるた

めには、川いられることばについても留意が必要で

ある。これからのファミリー・ソーシャルワーク

は、個々の援助者による活動とともに、援助組織の

チームワーク、福祉、医療、教育、保健、司法など

のkSC門家との連携、さらに地域における住民や非営

利組織との協働など、組織援助、チーム援助による

実践の蓄積と、理論の活川が求められるであろう，．

　援助活動において、訓1『分野が異なっていたとして

も、そこで語られることばは具体的な生活の．1∬実を

表すものとして、関係者に同じ意味を与えるもので

なければならない，，それは援助サービスを利川する

子どもや家族との援助関係においても同義である。

　援助活動の1．．1的が「f’どもの妓：泣の利益」を保障

することにあるとはいっても、具体的な生活問題の

現れ方や、家族関係のありようなどによって、援助

課題は何か、ということは極めて個別的であるn生

活のなかの．事実に基づいたことばを媒介にすること

は、当事者との援助関係においても、また援助組織

における援助課題を共イfするうえでもノく切である，tt

　このことは同時に、援助者としての社会的使命や

仕事における杜会的責任ということとも関わるし、

また援助者の働きをより自由にし、援助者を守ると

いうことにも繋がる。援助を拒否し、援助を望まな

い家族に対して、それでも社会福祉援助の立場から

介人するということの積”14　（］勺な意味や意義もそこに

立ち現れるのではないだろうか。
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3．援助方法としての親子分離

　援助において関与、介入することは、それまでの

家族の生活のありようや、個々の家族が培ってきた

伝統、文化などにメスが入れられるということでも

ある。当事者にとって、それはあくまでも外部から

の侵入であり、従って援助者は敵であり、とまどい

や不安、抵抗などは、拒否や妨害、暴力という形で

現れることもある。子どもの施設への入所措置など

により親子分離を伴うような場合には、家族とのこ

れまでの生活様式が変わるだけではなく、ともに暮

らしてきた（或いは依存してきた）家族員との別離

という体験一家族という身ぐるみが外部からの権

力で剥がされるという体験一であり、家族個々人

への慎重で’」’寧な配慮が求められる。当事者にとっ

ては、何故親子が離れて生活するのか、それはどの

くらいの期聞なのか、連絡を取り合ったり面会はで

きるのか、できないとすればそれは何ゆえなのか、

離れていてもお互いのことについて誰かが知らせて

くれるのか、一・緒に生活できるのは何時か、独りに

なった自分はどうなるのか、家族のことで困ったり

疑問に思ったことをいつどこで誰に聞けばよいの

か、などさまざまな疑問や不安を生ずる。親子分離

において予測される当事者の不安に対する説明や援

助がどうなされるかということは、その後の援助過

程にも影響を与えるであろう。勿論、夫や親による

暴力を回避するためにシェルターの利用や病院への

．一時入院など、援助の緊急性や援助の優先性などを

十分考慮した説明でなければならない。子どもの年

齢や、抱えている生活課題などとの関連においても

説明の方法やll寺期、内容の工夫が求められよう。

　わが国では、親子分離という方法は常に親権との

絡みにおいて援助者を悩ませてきた。親子分離とい

う方法が選択されることの積極的な意味、社会的必

然性のひとつは、先に述べたように子どもの生命を

8

守り、健康に育つことへの援助にあるが、もうひと

つの必然性は親自身の生活の回復、親の抱えている

生活課題への援助にある。低所得や失業、疾病、離

婚、育児不安、アルコール依存、親自身が虐待を受

けていた体験など生活上のさまざまな不安や困難

は、これらのいくつかが垂なることでより「危機」

的状況に陥りやすい。親自身が人間として生活して

いく力を回復するということは、子どもにとっても

大きな意味がある。兇童養護施設における正月や夏

休みの子どもの一時帰宅や、中学や高校を卒業して

の家庭復帰などの意味や意義も、子どもを受け止め

られるところまで親自身が回復しているのかどう

か、家族の再統合の可能性も含めた援助課題と具体

的な援助計画のなかに組み込まれるのである。

4．今後の課題

　最後に、ファミリー・ソーシャルワークの課題と

して二点触れておきたい。ひとつには生活の拠点、

地域における親支援の具体化ということである。例

えばそれは妊娠・出産期における妊婦とその夫への

援助である。妊娠を契機としたドメスティック・バ

イオレンスについて助産婦の視点から論じた佐々木

は、「妊産婦は、妊娠から出産までの間に、必然的

に、健康上にも、生活上にも、多くの変化が生じ、

その上、期限が40週と短いため、家族関係にも緊張

感を生みやすい。このような状況のなかで発生する

夫・パートナーからの暴力は、妊産婦や家族が「生

まれてくる児を守る』ことを最優先するため、こと

さら潜在化しやすい傾向にある。しかし、逆に、妊

婦健診など、定期的、継続的に助産婦や医師が関わ

れる条件があるので、特に相談・指導を担当する助

産婦は、問題意識さえあれば、発見が可能な立場に

あるとも言える。妊娠相手の暴力によって、打撲や

骨折などの傷害をうけ、その診療に際しての指導が



妊婦への初期援助になることもある」と述べてい

る‘’L・L／。これまでの社会福祉援助における子どもと

家族への援助は、どちらかといえば生まれてきた子

どもとその家族の1・k．活問題に焦点が置かれてきた。

　近隣との交流が少ないなかで、不安や孤独感を抱

きやすい親への子育て支援の必要性については既に

指摘されており、そのための．支援活動も行われてい

るが、その働きをより右益にするためにも、妊娠の

1時期からの援助は強調されてよいであろう，．地域の

なかに妊婦をもつ家族のあることが社会福祉施設・

機関を含む病院や保健所などの関U1する公的施設に

認知されていること、援助者や地域住民による家庭

訪川などの見守りといった緩やかな支援のネットワ

ー クとともに、暴力などを契機とした危機が発見さ

れた場合には早期介入も含めて、関連する援助専門

家によるネットワークの形成と、即時に稼働できる

ようなチーム援助の組織化が求められる，、地域のな

かで子どもを産み育てるための知恵として親自身が

社会資源をうまく活川するための教育的援助、親が

親として育っていくための支援が求められる。

　．－1つ［IIには、個々の援助者が育つための教育やト

レーニング、援助者のメンタルヘルスへの援助、労

働条件や勤務体制など、援助者や援助組織がその能

力をより発揮していくための条件を社会的に整備し

ていくことである。先に述べたように、これからの

ファミリー・ソーシャルワークは、当．事者’の生活拠

点としての地域において、援助チーム、援助組織と

して、また他の関係．］：19門職との連携によっていかに

関与するかということが援助の鍵を握る。援助者に

とっては、危機介入や緊急時の援助など専門的な技

術や技能をより身につけていくことも求められる

し、ストレスや緊張ドにおかれたり、身の危険から

白身をどう守るかといった場面に直面したときの対

処のしかたも学ぶ必要もある。窪川は、ワーカーは

［杭界の児駈と母w

援助者としての自分をつくり、育てるということに

常に敏感でなければならないとして、「ソーシャル

ワーク理論だけをどれほど学んでも、優れたワーカ

ーの実践をどれほどそばで見ていても、それだけで

はよいソーシャルワーカーにはなれない。白分から

進んで仕事に取り組むこと、個別的・集団的スーパ

ー ビジョンを活用することe記録を悠理する労力を

惜しまないこと、そういう努力がよいワーカーを作

る。その過程は学生時代の実習からすでに始まって

いる」と述べている’il’1／’．。実習のありかたを含め、

援助者が育ち、援助者を育てるためのトレーニング

や教育と、地域のなかで援助組織がどう配巡され、

どう機能するかの問題は、政策の課．題でもある。

川
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　Ffiinilv　S《）Clai　WoTk．．1：．E．Pcnctxk　Pubii：hcrs．【nじ．｜りc）｛）

‘2）佐々栢’｛合r．「妊妨iが契機のドメスティノクパイオレンス1山r茂監修

　「祐lhEti：会ぴ）∫旋市∫線　　　 そa）現」荒と」氷題」Hil…il：lj｝、2001年、153－IG5∬
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　キーワード；妊娠・出産期における親への援助

「　　親自身の子育てに閤する不安・負担感は妊娠朋から既に始
　まっている。1997年4月に改正された地域保健法では、市町

　村において一元的に妊産婦や乳幼児への健康診9、訪問指導

　等のサービスが保健所や市町村保健センターにより実施され

　ることになった。こうしたより身近な地域のなわ、で住民が社

　会的サポートを利用できることは重要である。見守りや情報

　提供、教育プログラムなどを含め、親が親として育っていく

　ための過程を継続して支援するシステムづくDが課題であ

　る。
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嬰’．毛　＝

地域における子ども家庭福祉

のサポートネットワーク

集

　　　　　　　　　　　かた　　おか　 れい　　こ

翻難麟鞠罐部片岡玲子

子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

1．密室の悲劇と相談窓ロ

　子ども家庭福祉を語る時、少」’・化、核家族化のも

たらす状況については、これまでもたくさんの問題

提起がなされてきた。なかでも乳幼児を抱える母親

の子育てに関する不安、不満、そして負担感は実際

に接する機会を得ると、こんなにもと思うほど深刻

なことに驚く，，母親たちは援けのない密室で思うよ

うにならない小さい生き物を抱え、途方にくれてい

たり、パートナーの留守の間、次々に起こる千替わ

りのない事態にいらだちを覚えていたりする。

　このストレスは往々にして手近かにいるFどもに

むけられる。i：どもに当たった母親はまたそのこと

で悩み、相談電話の番号をおす。

　「生れて2週間なんですけど、どうしても泣きや

まなくて思わずホッペをたたいてしまって…」

　「8カ月の子が熱38度あるんです。お医者さんい

った方がいいでしょうか」との話に「いくの大変な

んですか」と返すと、’卜分泣き声で「一ヒの了・が2歳

’トで、近くに小児科がないんです」「そう、　1人迎

れては大変よねえ」と共感する。「やっぱりいった

万がいいですよね。いくことにします」と気をとり

なおしてくれた様」㌔もともと答えを求めていたわ

けではないことがよくわかるや

　領i者のかかわる束京臨床心理ヒ会では平成13年4

月から「こども相談室」を開設し、ボランティアで

相談を受けているが、日々かかってくる氾話は乳幼

児を抱えた母親の悲鳴に近いものがある、，平成13年

7月の相談のうち電話によるものが140件、そのう

ち母親からのものll7fl：（83．6％）、子どもの年齢は

1ノ：茂未　irth’i　40f牛（34，2％））、　1　、6歳　5ユftl：（43．696）

で全体の8割近くが乳幼児のi「・育て相談であった。

ちなみに父親からの相談は1件、あとは祖母と子ど

も本人からのものである。このような傾向は他の相

談機関でも同じような状況ときく。子どもとおかれ

た密室の中で、ちょっとしたことで不安になった

り、だれかに自分の気持ちをきいてもらいたいとい

う内容も多いが、なかには「今子どもの首に手をか

けた」などと虐待寸前のものもあるので気はゆるせ

ない。

　図〔次ページ）は子育ての負担感について母親と父

親にきいたものだが、予どもがかわいく思えない、

顔をみるとイライラする、IU：話をするのが嫌、育児

家事に追われる自分がかわいそう、などの項目でい

ずれも母親のほうが負担感が屯いことがわかる。

　子どもの相談といえば従来は児並相談所をトップ

に、保健所、教育相談室など公的相談機関が受ける

ことが当然とされていたが、気軽に相談できる敷居

の低い相‘淡窓rlが地域においても増えつつある。保

育所、児童館、あるいは併設や単独の了・育て支｝笈セ

ンターでも相談を受けるようになってきている。f・

育ての専1肚］家とされる保育・［：や児「巾指導工］、園長な

どの仕巾であるt）しかしひとつだけ気なることは、
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これらの人々は知識はあっても、必ずしも相談を受

ける者としての訓練を受けていない場合が多いこと

である、，相談とはまず「聴く」ことから始まる。ま

た内容によっては適切な機関に速やかにつなぐ必要

がある。蜘、・｝の低い手1．1談窓口でもぜひ相談を受ける

者としての研修や訓練を行ってほしいと思う。

2．親と子の居場所づくり

　「公園デビュー」ということばがマスコミにのっ

たが、はじめて赤ちゃん連れで公園にいき、近所の

同じような年代の母子のなかに入っていくことは、

なかなか緊張感のいるものという、，そこにはさまざ

まな人間関係も生まれ、時には難しい関係も生じる。

　東京都児竜会館の「のびのびひろば」という乳幼

児親子向けのフロアには大型児童館の広域｛，，三を反映

して交通機関等も利川し、かなり広範囲から親子が

集まる、そこで聞き取り調査をしてみたところ、こ

のひろばは乳幼児が安全に遊べるということのほか

に、親同志はその時限りの出会いでもすむという匿

名性に魅力があるという答えが多くあった。

　地域での．∫・どもたち、とくに幼稚園にいく前の乳

幼児と母親のために、密室から出てしかも安心して

いられる居心地のいい居場所をつくっていくことは

大事なことである。3歳以下の子どものうち、保育

園に入所しているものをのぞけば、ほとんどの子ど

もは田：親と家庭の‘11．rで暮らしている。この密室性は

母親の孤立感を強め、ときには虐待を生むことにも

なりかねない。

　こども未来財団の「子育てに関する意識調査」に

よれば、就労している母親以lzに就労していない専

業主婦の方が、子育てに関する負担感が強く、「子

どもにかかりきりで時間的余裕がない」と感じてい

る女性は就労している場合56．5％に対し、就労して

いない場合は74．8％にもなっている。

　地域の児散館は従来、小学生中心の運営がされて

きたが、施設・職貝の有効利川も指摘され、午前中

は乳幼児向けのプログラムを組んで親子でのグルー

プ、子育て講座、子育てひろばなどの活動を行うと

ころも増えてきた。東京都内の地域児童館は615ほ

どある。平成9年頃行った調査では幼児向けプログ

ラムや相談活動を行っているところはまだ一部であ

ったが、現在では地域にもよるが、7割近い児償館

が積極的に幼児を対象にした活動を手がけている。

　児童館ではないが、利用者から大変評判がよく、

●子育てを負担に感じること

　　　　父親〔946人）
無回答0，5　　　　　　　　　　　　よくある3．1 よくある5．0

O．4　　　253

　　　　　　　　子どもを育rるほとんどない　　　ときどきある　　ために我慢ばかリ

　463　　　　　　27．9　　　　してvbと思う

　　　　　　　　子どもが将来うまく
　　　526　　　　　　　　脅っτくれるか

　　　　　　　　心配になる
　　　　　　　　子どものことで　　5
　499　　　　　　　　　　　　　1　　どうしたらよいか

　　　　　　　　　わからなくrJ　6

　　　　　　　　子どもが
　　　　　　　　4かわいく思えない

　　　　　　　　子どもの頒をみる
　　　　　　　　2とイライラす6

　　　　　　　　子どもの世貼を　　0
　　　　　　　　．8輌が酬こなる…

　　　　　　　　ロ　やぽのに
　　　　29°㌣鮎憎2§う

母親（11583人）
無回答0．1

0．5　　　　　　　　　　　　　　　　　257

噌■■■コヨ
O，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360　　　te・8

ときどきある　　　ほとんどない

　35．s　　　　　　440

0．l

Cere｝

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　　　　　

國二二一1　．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　．　　　　　　　　　　　1　　SS．2　　　　　　415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

°匪］■■■■
　　　　　　　　
°睡［33．4］■■圏

　　　　　　　　　　　　1　20、9　　　382

3巨］■■1
資料：福祉局「東京の子どもと家庭」（平成9年度東京都社会柵祉基礎鯛査）

いつもにぎわっているのが東

京都武蔵野市にある「012

3吉祥．寺」である。ここの運

営方針は親子が好きな時にき

て、自由に場を利川する。職

貝はさりげなく、必要なとき

に援助する黒丁に徹してい

る。ゆったりとやさしいスペ

ー スづくりとともに暖かく居

心地のよい空間が提供されて

いるL、ベビーカーの親子が落

ち着いたfヒ宅街の道をたどっ

i1



て訪れる。利用者の主体性を大事にしたこのような

居場所がもっと増えていくことが望まれる。

　保育所も入所児対象だけでなく、地域の子どもが

遊びにこられる日を設け、園児との交流保育を行う

ところがでてきた。千葉県などでは、保育所を地域

の子育て支援中核施設「地域子育て支援センター」

と位置付け、専任指導員を配置して相談と子育てサ

ー クルの育成を行っている。

　また中高校生の居場所づくりとして、児童館の中

に音楽スタジオを設けたり、ダンスの練習用に鏡の

ある部屋をつくったり、スポーッのできるスペース

を取るなどニーズを捉えた施設を設けるほか、開館

時問を夜間、休Hに広げ、利用しやすいようにする

動きもみられる。

3．地域在宅福祉サービスの展開と児童養護施設

（1）新しい保育ニーズ

　子育てと仕事の両立を必要とする子育て家庭はま

すます増え、特に産休明けや0歳児保育については

ニーズに対応できない状況がどこの地域にも生じて

いる。育児雑誌に「保育園の入り方」が特集され、

働く母親の間では入りやすい4月入所に合わせてバ

ー スコントロールすることさえ’考えられている。

　親の労働時間も多様化しており、保育｝1寺間の延長

や休日保育、病気やその回復期の保育を望む声も強

い。これらのニーズは新しいというよりは、今まで

行政が十分対応してこなかったものが多いとも言え

る。労働時間の短縮で解i央するべきものもあると思

うが、不況のなかで働く子・持ちの母親にとっては、

依然として深刻な問題であり、少子化をすすめる要

因のひとつと言えよう。

　これらのニーズについては保育所の機能充実で対

応するか、子ども家庭在宅福祉サービスの展開のな

かでより使い易いサービスの提供を図っていく必要

12

がある。保育事業への多様な事業主体の参入や規制

緩和も進められようとしている，サービスの向上は

よいが、利益追及のために子どもや職貝へのしわよ

せがこないよう、見守るシステムも必要であろう。

（2）子ども家庭支援センターと在宅福祉サービス

　東京の区市町村’で「子ども家庭支援センター」の

設置が進められている。このセンターは子どもと家

庭に関する相談に応じるほか、ショートステイ、ト

ワイライトステイ、一一時保育などの在宅サービスを

提供したり、提供する施設への調整や窓口の役Elを

する。高齢者福祉における在宅介護支援センターと

似た役割である“これらの子ども家庭支援センター

は地域によってさまざまな作られ方をしている。区

の支所や福祉施設、児意館の中に作られたものが多

いが、単独でビルのなかにあるもの、母子生活支援

施設に委託されたものもある。多くは公設、または

公設民営であり、平成13年7月現在で区部12カ所、

市町’村部9カ所となっているe

　在宅サービスのうち、ショートステイは親が病気

等で子どもの面倒をみられない時、児童福祉施設な

どで71・1間程度預かるもので、多くは地元の児童養

護施設や乳児院に委託されている。トワイライトス

テイは保護者が残業等で遅くなったとき、夜1011寺頃

まで預かるもの、－11寺保育とは保護者の病気、出産、

看護、学校行事への参加、そして親のリフレッシュ

に必要な場合、保育所等で日中預かるというもので

ある。いずれの場合も家庭への保育士の派遣ができ

ることになっている。価格の問題はあるが、ベビー

シッターの活用や、会n制のファミリー・サポート

との連携もはかられている。

　児童養護施設は、地域の子ども家庭への在宅サー

ビスの担い手として期待されることになった。学童

クラブを引き受けるところもでてきている。子ども



家庭支援センターはこのほか地域ボランティアの育

成や支援もすることになっており、専門機関や．民間

との連携もふくめ、地域の子どもと家庭を支援する

ネットワークの中心としての役割をもつている。

　地元の世田谷区子ども家庭支援センターを尋ねて

みた。私鉄駅徒歩1分。1階がお弁当屋さんのビル

2階にあるセンターは入りやすく、地元で母子生活

支援施設と保育園をもっ社会福祉法人に委託されて

いるc，トワイライトステイや相談、子育てサークル

などはその場で行い、ショートステイは少し離れた

児童養護施設が引き受けているc、できるだけ親たち

のニーズに柔軟に対応できるよう、コーディネータ

ーがネットワークづくりに努力しているのがよく分

かった。

4．子育て情報と今後のサボ．一トネットワーク

　τ育てのための情報というと従来は先輩のアドバ

イスのほか、分厚い育児．1，1，｝：ぐらいであった。最近は

インターネットを活用して情報を得ることもできt

各種の育児雑誌や子連れで出かける場所のガイドブ

ックなども出ている。ペビーシートつきのトイレの

あり場所も大事な情報である。

　育児雑誌も、親たちの悩みに対応して本音を言え

る投書ページを設けたり、子育て中のストレスの受

け皿となるような企画記事も多くみられる。マンガ

　　　　　　結．

　　　　　　．．・hl

ヱ昌唖璽

o’
　v・

当～丈■．防トワ．

1比界の児童と母性

でそれを表現しているものもあり、先年は子育てマ

ンガ「あたし天使、あなた悪魔（田島みるく作）」

がミュージカル風の劇になって上演され、子育てへ

の男性の参加を訴えた。

　サポートを必要とする子育て中の人々に、必要な

悩報が的確に届くことが求められる。行政の広報活

動のほか、地域の子育て支援情報が地域の人の手に

よってミニコミとして配られていたりする。写真は

それらの一部である。

　北欧ではベビーカーが電車に軽々と乗って来た

り、ゆったりと街を散歩しているのに出会う。街に

子育てを支援する雰囲気がある。日本のベビーバギ

ー はようやくたたまないで電車に乗れるようになっ

たところだ。音楽会や演劇、講座などの託児サービ

スは、まずそこから埋まるといわれるほどニーズが

高い。

　日本でも社会全体で子育てを支援する文化の構築

が大切なときではないか。そして男性が子育てに参

加できる仕会システムに変えることも重要である。

　地域におけるサポートネットワークのしくみはま

だ緒についたばかりである。しかし、ニーズに謙虚

に耳を傾け、敷暦の低い相談、利用者の身になった

使い勝手のよいサービス、関係機関の連携をすすめ

ることが、展開を意義あるものにすると思う。

　少子化や児童虐待の現象は、これまで母親だけに

負わされてきた「子育て」が社会みんなのものとな

ることを求めているのではないかと考える。

キーワード：子どもショートステイ

　保護者が病気などで一時的に子どもの養育ができないと

き、地域の児菌福祉施設などを利用して7日間程度子どもを

預かる、子ども在宅福祉サービス。！　tu相談所の一時保護よ

りも気軽に利用できる。地域にある乳児院、児童養護施設、

母子生活支援施設、里親などが委託を受けている。児童福祉

施殴の地域との連携をすすめるものとして注目される。トワ

イライトステイは宿泊を伴わず、放課後から夜間まで預かる

もの。
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児童虐待防止法の実践と
見直し

：特 集
子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

　　　　　　　　　　　　いそ　がえ　ふみ　あき

くれたけ法卿獅轍士磯谷文明

1．はじめに

　児童虐待の防止等に関する法律（以ド、児童虐待

防．1ヒ法）が施行されてまもなく1年が経過しようと

している。

　児童虐待の現場では、児童虐待の早期発見と迅速

な保護が喫禁の課題となっていた。そのためには虐

待通告が欠かせないが、通告する側にとっては虐待

の定義が明らかでなかったため、fiiJを通告してよい

のかという迷いがあったsまた、公務員や有資格者

等が負っている守秘義務と通告との関係も不明確な

点があり、通告を蹄躇させるとの指摘もあった。

　一’方、強制力のある法的権限を持っているはずの

児童相談所が毅然とした介入をためらったため、被

虐待児の救出が遅れるなどの批判もあった。児童相

談所の職責が、子育てに困った親の相談にのるとい

うソフトな関わりから、親の意思に反してでも一r・ど

もの福祉を守ることに移行するなかで、これを裏付

け、後押しする法的枠組みが期待された，

　こうした状況のなかで制定された児童虐待防1卜法

のi三たる眼目は、児巾虐待の発見から強制介人に至

るまでの過程を整え、より実効性あらしめるよう配

慮した点にあると言ってよいt，

2．児童相談所の児童虐待対策

（1）迅速かつ毅然とした対応

　児竜虐待防止法｛ま、通告を受けた児償相談所長は

「速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努め

14

る」ことを義務づけた（第8条）。安全確認を行う

期限としては、国会でも埼1三LIKの児童相談｝ウ「が遊IIF

から48時間以内に児竜の安全を確認することを励行

している例が紹介されたが、白治．体によって地理的

な条件や交通事情もうIUなることから、一律1Ll…間で義

務づけることは困難と思われたため、「速やかに」

という表現にとどまった。しかし、特段の’」ゴ情のな

い限り48時間以内の安4≧確認を怠ると、速やかに確

認しなかったとのそしりを免れないであろう，、

　児黄相談所に通告後の安全確認義務を負わせたこ

とは、それが努力義務にとどまるとしても、両期的

なことであったと思われる、、児箪：相談所に限らず行

政は、問題発生後に「知らなかった」、「情報が足り

なかった」といった弁解を行うことがままある、，し

かし、通告を受けた以上、自らの責任において安全

を確認しなければならないとすることで、ヒ記のよ

うな弁解が成り立つ余地は相当に！1・さくなった。

　以前、カリフtルニア州ロサンゼルス郡を訪問し

たときに、彼の地の警察官が「われわれは通告を

受けたら直ちに子どもの安全を確認する義務を負っ

ている。親の妨害にあったらスワットチーム：FIを

派遣してでも、子どもの安全を確認する。ホワイト

ハウスにだって入るんだ」と話していたことを思い

出す。

　もちろん、スワットチームやホワイトハウスは彼

らお得意のジョークだとしても、甲・期に子どもの安

全を確認することの厄要性と、それに向けた強い意



思が感じられた／）

　安全確認の主体は児童相i淡所長だが、わが1：司の児

rli：〔1・1．1談所のPII容に照らせば、あらゆる通ILrに児苗：相

談所職貝だけで対応するのは至難の技である。従っ

て、通告の内容によっては、然るべき公的機1則〔例

えば福祉事務所や保1建所等の職則を通じてllll接に

安全確認をすることを認めざるを得ないであろう，，

　ただ、間接的な確認では、児．竜相談所に伝わるべ

き情報がすべて伝わらないというリスクがつきまと

うtt特に、確認者が虐待問題についてト分なトレー

ニングを受けていないと、保護者により取り繕われ

た状況に馴され、危険性がないと艮1］断してしまう可

能性がある．，逆に、現場の緊迫感が児．1’財ll談所に1’

分伝わらないという問題もある、．周辺機関の研修な

いしトレーニングが厄要であるが、児童相談所とし

ても、あくまでも最終的な責任は児竜相談所長にあ

ると自覚し、仮に確認者が安全であると考えたとす

れば、その根拠を詳しく尋ねて検証するなど、積極

的に対応する必要があるだろう，，

（2）ネットワーク

　児童虐待ケースにおいては、医療、保健、福祉、

教育、法律等さまざまな問題が噴出するから、到底

ひとりの援助者、ひとつの機関では対’応できない．、，

　にもかかわらず、従来、児竜虐待の現場では、ひ

とりの援助者、あるいはひとつの機関がケースを抱

え込み、一・向に進展しないことが少なくなかった。

　時に自分ひとりで問題を抱え込むために、かえっ

て問題の人きさに押しつぶされ、いわゆるバーンア

ウトしてしまう例も見られた。

　児童虐待防．IL法は、国及び地方公共団材sの責務と

して、「児童虐待の早・期発見及び児（1〔虐fJを受けた

児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関及

び民聞団体の連携の強化その他児童虐待0）ll加ヒ等の

ために必要な体制の整備に努める」ことをあげた（第

4条第1項L、これは法が、児敢虐待ケースの対応

には複数の関係機関（公的機関を指す）と民Ill］団体

ilt界の児航と母竹．

が相．｛F：にネットワークを組むことが不t’4］’欠であると

の認識を示したものである、、すでに一一部の専門家が

指摘してきたこととはいえ、法律のレベルで宣言さ

れた異議は大きい。

　しかしながら、現実には、法施行後も必ずしもネ

ットワークに積極的でない援助者も見られる。その

原因のひとつは、後に述べるとおり守秘義務や個人

情．報保護に関する法令の整備が立ち後れていること

にあると思われるが、同時に援助者のプライド意識

や独稗が絡んでいることもあるようである。

　；r成12年11；．1、かねてから民問で児．肋芦待問題に

取り組んできた社会福祉法人子どもの虐待防1トセン

ターが、東京都の児罷‡ll談所と1劾定書を締結した，．t

　これは児漬虐待防．1［：ijlが打ち出した「関係機関及

び民間団体の逃携の頒1化」を現場で実践しようとい

う試みとして高く評価できる。民間団体のみならず、

学校や幼稚倒、保育所、保健所、医療機1掲等との問で

もネットワークの構築を進めることが望まれる。

（3）法的権限の積極的な行使

　親権喪失宣告制度（民法第834条）については、

そもそも全叩、セ1件数自体が少ないが、とりわけ児竜

相談所長による親権喪失宣告のil・吋1ては非常に少な

かった，，しかし、親権喪失宣告は被虐待児を救出し、

虐待親からの影響を断つヒで大変効果的な制度であ

る2，しかも、親権喪失原因がなくなれば、親の申立

にょり親権喪失宣告を取り消すこともできる（第836

条）。

　そこで、児童虐待防止法第15条は、被虐待児保護

等の観点から親権喪失宣告制度の適切な運用を求め

た。条文L明確でないが、その主たる名宛人は児猷

相談所長にほかならない（児童福祉法第33条の6）。

　児童虐待防lh法は、親権喪失宣告制度以外にも法

的権限の行使に配慮している。一・時保護（第8条、

第10条）、立入調杏権．（第9条、第10条）、施設措置

（第12条）、児竜福祉司指導（第11条｝などが、そ

の例である、、
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　児童相談所ないし都道府県・政令指定都市は、児

童虐待防⊥ヒ法の設けた方策をフルに活用すべきであ

る。本日現在、児童福祉司指導に従わない保護者に

対する勧告を行ったという例を聞いていないが、こ

れも少なくとも各児童相談所で1回は試行してみる

べきである。法は使ってこそ生きるものであり、ま

た、使わなければ何が足りず、どこに問題があるの

かが明確にならないからである。

3．早期発見と通告

　児童相談所以外の機関に求められる最も重要な対

応は、児童虐待の早期発見と通告である。児童虐待

防止法は、学校の教職員、児童福祉施設の職貝、医

師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係

のある者に対し、早期発見努力義務を課したが（第

5条）、これは児童福祉法第25条の通告義務と連動

して、児童相談所の早期介入に資するものである。

　通告が法律上の守秘義務違反にならないことは明

定されたものの（第6条第2項）、契約上の守秘義

務違反になるかどうかや、誤通告の場合の民事上、

刑事上の責任については定められなかった。しか

し、少なくとも全く根拠のない通告や陥れるための

通告はともかく、法律に基づいた通告が違法と評価

されることはほとんどないと言ってよい。

　もちろん虐待の確信がもてなくても、虐待が疑わ

れる状況であれば通告してかまわない。ただ、特に

児童虐待防止法第5条に掲げられた専門機関におい

ては、今後は虐待の兆候等について研修し、経験を

蓄積するなどして、より的確に虐待を発見し、児意

や家族に関する情報を効率的に入手できるよう取り

組むことが求められよう。

　通告には、ケースに関連する具体的な情報提供も

含まれる。そうでないと、通告を受けた児童相談所

はどのように調査、介入してよいか判断できず、結

局、被虐待児の早期保護という法の趣旨を達成でき

ないからである。特に関係機関としては通告だけで

16

こと足りると考えず、通tEE一後も積極的に児童相談所

と協力して被虐待児救出のために役割を果たす必要

がある。

4．今後の課題

　児童虐待防止法は施行後3年を目途として見直し

をすることが、予め規定されている（付則第2条）。

　見直すべき点は少なくないが、以下に主な点を列

挙してみたい。

（1）より効果的な強制介入

　児堂虐待防止法は主に早期発見から介人までを整

備したが、その部分についても不十分な点は少なく

ない。最も重要なのは、現在ある手段では児童相談

所が強制的に介入するに実効性が不十分であるとい

う点である。

　通説的な見解によれば、現行法の立入調査権で

は、保護者が立入を拒否した場合、児童相談所は実

力をもって立ち入ることはできず、児童福祉法第62

条の定める20万円以．ドの罰金を科し得るにすぎな

いpしかし、これでは速やかな児童の安全確認など

できようはずがない。現に、最近は保護者が立入調

査を拒否する事例がいくつか報告されている。しか

も、前記の罰金を科された事例はひとつもない。

　児童相談所に児童の安全確認義務を負わせた以

上、これに相応しい実効性のある確認手段を与えな

ければ目的は達せられない。従って、児ぷ相談所は

保護者が拒否をしても実力をもって（例えば、錠を

破壊したり、窓を破ったりして）立人調査できるよ

う改正する必要がある。いかなる要件があれば実力

行使ができるとするのか、その際、裁判所の令状を

必要とするかなど、議論を要する点は多いが、超え

なければならない問題である。

　また、一時保護や施設入所をさせた後も、さまざ

まなかたちで親の権利を主張する事例も増えつつあ

る。本来、親権を・一定程度制限する必要があるが、

少なくとも法律上は親権喪失宣告という超重量級の



手続きしか認められておらず、対’応を難しくしてい

る　（児童虐待防1ヒ法第12条は、児！‘W：福祉法28条の承

認により施設入所した場合に保護者の面会通信を制

限できると定めたが、そもそも保護者に面会通信を

求める権利があるのか、仮にあるとしていかなる根

拠に基づくもσ）か、親権との異同、何ゆえ28条の承

認のある場合のみなのかなど、議論不足の点がきわ

めて多い）。

　この点も、親権制限のあり方自体について議論を

深める必要がある（この点については、松原・山本

編「児童虐待』株式会社エディケーション、2000所

収の拙稿『親の権利主張をめぐって」を参照された

い），，

（2）ネットワークのあり方

　児童虐待防止法第4条第1項が「関係機関及び民

間団体の連携の強化」を打ち出したことは画期的で

あったが、何をどのように連携するのかといった問

題や、連携の基礎となる条件については何も触れて

いない。

　その結果、連携の試みが始まるなかで、早くも問

．題が噴出してきている。第・は、ネットワークと守

秘義務ないし個人情報保護のll』［題であるv虐待ケー

スのネットワークではきわめてプライバシー性の高

い情報をやりとりせざるを得ない。しかしながら、

一ソ∫でネットワークに参加する公務員や医師、弁護

十等は守秘義務を負っているし、自治体によっては

個人情報保護条例を定めている結果、個人情報の収

集及び提供に厳格な縛りがかかっているところもあ

る。そこで虐待：事例の解決という要請と、守秘義務

や個人情報保護といった要請との問で、どのように

折り合いをつけるかが問題になるのである。

　守秘義務については、秘密を漏らしてよい正当の

理由を解釈論的に深めていけばよいかもしれない

が、条例については制定時に児童虐待などを全く想

定しておらず、｝Z法諭的な見直しが必要な点が少な

くないと思われる。条例は白治体によって異なる

世界の児痕と曝性

が、米国の連邦政府のやり方を模して、政府が自治

体に対しモデル条例文案を示すことも考えられるの

ではないだろうか。

　次に、何をどのように連携するかという点である

が、これは現在も試行錯誤の段階にある。各自治体

での取り組みを集約して、ネットワークのあり方を

議論する場が必’要であると思われる。

（3）親と子のケア

　目頭で、児童虐待防止法の主たる眼「1は、児童虐

待の発兄から強制介人に至るまでの実務を整備した

点にあると述べたが、このことは裏を返せば、介人

すなわち児籏の保i斐以降については、ほとんど実効

性のある対応を設けなかったとも言える，，

　特に、親子分離をした後の親と」t・のケアについて

は、児蛍虐待防11二法施行後もきわめて貧弱な状況に

ある。厚生労働省は、被虐待児に対するケアのため

に児1章養護施設等に被虐待児個別対応職員や心理療

法担当職貝を配置したり、虐待親に対するケアのた

めに児叢相談所におけるカウンセリングの充実をは

かるなどの施策を打ち出しているが、そもそもケア

にあたる専門家の技術水準の川」題もあり、全国レベ

ルでシステムとして軌道に乗るには相当の費用と時

閲がかかるものと思われる。

　親と子のケァの必．要性や効・果について、専門家が

広く社会に対してたゆまぬ説得を試みる必要があろう。

注

「⊥）スワ．ノトチーム

Spcctal　Wcup“r1S　i｜r、d　1’nclies　Att：］ck’［’¢－amの略でll’ICIIII・C・1よ特別機動隊

　など．と；沢さ元してし・る．．人2丁白ltt　tLlなどをShる4．～．．殊ltiStTS

「キーワード：灘一「　　民法は「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を

　有し、堤務を負う」と定めており、親権が同時に義務である

　ことを明らかにしているが、いつしかその獲務性は忘れ去ら1
　れ権利ばかりが強調されるようになった。しかし被虐待児の

　保謹の際に、最も妨げとなっているのが親権である。1　憩ne

　待防止法はほとんど親権についてメスを入れられなかった

㌫㌶醗竺に踏み込める肋V見直しにおける殴；
L．：：＝L：．）1．．：J．‘．一．．．一．．一．．一．一“．一一．H－一一一．．一．HM．．“．2
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F← 蕗．・

児童相談所における
「虐待対策課」の活動

，集

　　　　　　　　　　　あか　つ　　　　　　　　　　　　　　　　いさb
瓢綴灘センター赤津勇

子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

1．はじめに

　近年、児童虐待は全国的に深刻な社会問題になっ

ている、．東京都における児童虐待相談処1‖！件数は、

’ド成12年度は1．700件で、児ド『：虐待の統計をとりは

じめた平成2年度の12．6倍と年々急増してきた。し

かも、児ri珊1談所において、処遇困難な亜症ケース

が多くなった。児童虐待は、f’どもの健全な成長を

阻害する厄大な人権侵害であり、虐待からr・どもを

救出することが急務となった、，現行の児鹸相談iiltの

体制を継続するだけでは、増え続ける虐待相談、通

報に対応するには限界があり、虐待対応の新たなシ

ステム作りが必要となった，

　東京都は平成12年・1月、児童虐待に対応する専管

綴織として、児1翌相談センターに「虐待対’策課」を

設置した。諜長以卜’8名の体制で、職貝は全貝児巾

福祉1∫1である。また、’1ξ成12年5月20日から、東京

都Uカ所の児1†［相i｝炎所は一L曜日開庁し、児IW虐待の

相談、対応の充実を図ることにした。休日、夜問に

ついても、緊急連絡網を活用し、一・時保滋等の即時

対’応にi］liたっている

2．虐待対策課の設置目的

（1）処遇困難ケースに対する迅速な対応

　虐待対策課は所管区域を定めず、都内全域の虐待

ケースについて、特に親と対’、γするような処遇困難

ケースを中心に対応するc、特に、児童福祉司の地域

割り、あるいは担当児童相談所は定めなかったワそ

のほうが緊急な要請にも迅速に、かつ柔軟に行動で

きるからである。実際に活動する際には、複数対’応

を原則とするが、その組み合わせはケース毎に決定

した。実際に扱ったケースを整理してみると、次の

ようなケースが主であった。

　①通報の段階から虐待の程度が深刻で、親r・分離

　　を前提に対’応する必要があるケース

　②．冊保護段階から親が児童相談所の援助の巾し

　　出に拒否的で、親の意向に反した強制的保護を

　　行うケース

　③児童福制：法（以ド「i13」という）第28条（保護

　　者の児童虐待の場合の措置）に基づく家庭裁判

　　所への巾し立てを想定して対’応するケース

　①親が児童相談所との而接に拒否的で、法29条及び

　　児童虐待防．IL等に関する法律（以ド「JSi手el…11ji｝Lロミ」

　　という）第9条に基づき立入調査を行うケース

　⑤法33条の6に基づく親権喪失申し立てケース

　迅速な刈’応という点では、最初の通報と同時に虐

待対策課が初動調査から一’II寺保護に当たったケース

もあり、フリーに動ける課の強みが発揮さi「したとい

える。

（2）福祉的援助機能と強制的介入機能の分離

児童相談所の基本flCJな役割は、親や子どもに対す
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る援助関係を基本として、家族関係の調整を図るこ

とである“しかし、児［’it虐待に閲しては、児ril〔相談

所への通報の8割は虐1寺者以外の第三者からの通報

であり、その通報に基づいて家庭内に介人するた

め、児童相談所が親と対立関係になることが多い。

　親が児：最相談所の援助の叩し出に拒否的な場合に

は、子どもの安全確保を第一に考えて、立入調．作や

親の1司意を得ない　・時保滋など強制的介人機能を果

たす決断をせまられることになる，、親との信頼関係

の構築を基本に対応する福祉的援助機能の部分と、

親と＊・t　Nllしてでも強制的に介人する部分を同じ児症

相談所が行ってきた。援助機能を重視しすぎると、

親との関係ができてしまって、親の、7：場に，）1った対

応になり、家庭のリスクの見極めが目’くなったり、

r・どもの安全を第．一に考えた強制的介入がしずらく

なることがある。従って、地域児童相談所は、福祉

的援助機能を中心に対応し、虐待対策課が親と対立

する強制的介人機能をもつことにより、児童相談所

の1．トで役割分担を考えた、t

　そのため、立人調査と　・時保護は虐待対策課の権

限でできるように規則改IEした．

3．12年度の活動状況

（1）相談受理件数と措置及び法的対応

①相談受理件数

　　　　地域児童相談所からの協戊」要請分90件

　　　　虐待対策諜への直接通報分　　26件

川闘炎経路別内1沢

　　　　川　o　は1‘q祈対策繰・、の11’f接1皿報分内択

②一時保護とその後の摺置状況

已 児a舛（●檎．tt

　30

　　1］，1　　保　　讃　　内　　．W

tL，的悼κ児旅故　　U唾」‘、取L」　　　Irヤ慌縛　）．

　　　2　　　　　　　　．s　　　　　　3

注1　乳．児院人所　　ア件

③法的対応

IEVIFの児童と母¶

（‘巨位　　件｝

i法　2　8　条　（施汲人所家裁審判甲　L　☆；て） 1《）

法　2　9　条及．ぴII‘∫待防　1ヒ法第　9　条　　〔立　人‘附在｝
10

法　1．～　3　条　　（　・時保言‘） 40

法　：1　3　条の　6　（粗権　蝿　失「1幽〔告京姓誠求｝
1

法　Ii　2　条　　〔　・’z　人　瑚　杏　妨　F，ti7に　．L　る　川　発　）
1

行政不服審在ぴによ　る　不11荻巾　し　立て
Il

（2）児童相談所の虐待対策機能の強化

　虐待対策課は3年問のll■限組織であり、その問に

虐待対応のノウハウを蓄積し、地域児童十n談所に還

元するという役割がある　虐待対’策課では、法28条

及び法29条の事例集を作成した，，法28条、法29条に

ついては、依然として事例が少なく、そのノウハウ

の蓄積も不．1．・分である，。どのようなケースが法28条

や法29条の対象になっているのか、審判LPし立ての

際の留意点、立人調査を実施する際の判断や態勢な

どを示した．』

（3）関係機関、民間団体との連携

　児童虐待に対しては、法的権限を行使する児童相

談所を中心として、保健所、柵祉．事務所、保育所・

了・ども家庭支援センター、学校、警察、民間団体な

どさまざまな機関が連携しながら関わりをもつよう

になってきている，，特に、杜会福祉法人子どもの虐

待防1トセンター（以．ド「．防止センター」という｝の

医師、弁護士、大学教員等専1ηスタッフの助言を得

ている。

　児敢虐待防IL法第4条に園及び地方公共団体と民

聞団体との連携の強化が規定された、個別具体的な

児竜虐待ケースの解決のためには、児竜相談所と防

tEセンター相互の密接な協力関係が不1「∫欠であり、

積極的に連携を進めていくたダ）に平成12年IUI6n

に協定轡を締結した“この協定書は、都内児竜相談

所と1坊止センターで季目談者との信頼関係やプライバ

シー保護に配慮した．1二で、ケースへの援助のため、

相互に情報提供を｜iXl　｛）ていくことにした。また、防

止センターには法的な守秘義務はないが、児竜相談
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所が防止センターに情報提供するに当たり、協定書

の形で守秘義務を定めることにより、秘密の保持に

☆任をもたせることにした。

　　　　　　　　　協定書

　東京都児童相談センター及び都内の各児童相談

所（以下、「児童相談所」という）と社会福祉法

人子どもの虐待防止センター（以下、「防止セン

ター」という）は、個別具体的な児童虐待ケース

（以下、「個別ケース」という）の解決のために

相互の密接な協力関係が不可欠との認識に立ち、

その協力関係における情報提供及び人の秘密の取

扱いについて、以下のとおり合意した。

1．児童相談所及び防止センターは、個別ケース

　解決のため、相互の密接な連携協力に努めて

　いくものとする。

2．児童相談所は個別ケースを援助するに当た

　り、防止センターに対し、1司センターが所有

　する当該ケースに関する情報であって、かつ、

　児童相談所が当該ケースを援助するのに必要

　な情報の提供を求めることができる。

　ただし、防止センターは児童相談所に情報を

　提供することについて、相談者との信頼関係を

　損なうおそれがあると認めるときは、児童相

　談所に提供する情報を制限することができる。

3．防止センターは、前項の情報提供に当たり、

　児童相談所に対し、当該情報を当該保護者、

　当該児※を含む第三者に開示しないよう求め

　ることができる。

4．防止センターは、個別ケースを援助するに当

　たり、児童相談所に対し、児童相談所が所有

　する当該ケースに関する情報であって、かつ、

　防止センターが当該ケースを援助するのに必
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　要な情報の提供を求めることができる。

　ただし、児童相談所は、児童福祉法その他の

　関係法令に照らし、情報提供する正当な理由

　がないと認めるときは、防止センターへ提供

　する情報を制限することができる。

5．防止センターは、正当の理由なく、前項の情

　報提供により知り得た人の秘密を漏らしては

　ならない。

　児童相談所は、前項の情報提供に当たり、防

　止センターに対し、当該情報の使用目的若し

　くは使用方法の制限その他の制限を付し、又

　はその適切な取扱いについて必要な措置を講

　ずることを求めることができる。

6．児童相談所に情報提供を求めることができる

　防止センターの職員の範囲及び守秘義務の取

　扱いについての細目は防止センターが別に定

　める。

7．協定書の内容に疑義が生じた場合又は協定書：

　に定めがない事項については、児堂相談所と

　防ILセンターが協議の上決定する。

＼P成12年11月6日

　東京都児童相談センター

　　　　　　　　　　　所長　大久保隆

　社会福祉法人子どもの虐待1坊llニセンター

　　　　　　　　　　　理事長　上出弘之

（4）児童虐待における他県児童相談所との連携

　児童虐待の事例の中には、保護者の他県への失踪

等により対応が手遅れとなったケースがあった。

　平成11年10月全国児童相談所長会幹事会におい

て、このようなことが繰り返されないように、全国

の児童柑談所問で児並虐待等の情報提供することに



IIヒ界の児巾：と1：H1：

より、円滑な初期対応を図れるように相圧連絡体制

を幣えることが決定された。

　．児童相談所が関わったケース（一時保護所、児童

福祉．施設からの強引な引取り、在：樹旨．導中の者）で

児童相談所として指蒋が必要であるにも関わらず、

転居又は行方不明等により指導がL1‘断されたケース

について、児苗相談センター経由で他県中央児童．相

i淡所に情報提供する．，

　該当するようなケースを受理した児竜相談「｝iは、

当該児竜相談所に照会し、具体的な情報を得るA

4．虐待する親への援助

　児並相談所が強制的介人し親∫・分離をしても、そ

の後家族の1・1．1：統合をするためには、親への援助が不

t‘∫欠である。しかし、児童相談所は了一どもを取りヒ

げたところであり、対’立関係になるか、子どもを返

してもらうために、指導に従うふりをする。援助の

共体的な方法は、まだこれからの課．題ではあるが、

親の．本当の気持ちを聞ける機関、人が必要である。

しまうのではないかという危惧を持っている母親に

対しては、保健所や防ll：　ttンターが設置している、

虐待をしてしまう母・親の治療グループ「MCG（母

と子の関係を考える会）」の活動に期待するところ

が大きい。防止センターには親からの相談を中心

に、年間4．T・件もの相談が寄せらている，、公的機関

にはない相談のしやすさは、民間団体のメリットで

ある．・‘今後、MCGの充実、拡大のための公的な支

援も必要であろうe

5．おわりに

　現在、児童相談所は増えつづける児童虐．待に追わ

れている感はあるが、非行や不登校等の問．題も猶予

できない．、虐待ケースの援助について、全体を調整

する機能は果たしていくが、今後は、児↑酬．1談所と

他機関、区市町村との役；1｝1分担を明確にする必要が

ある。そのことにより、児童相談所の持つ権限を、

適格に行使することができるものと．考える。

（1）児童相談所の取り組み

　平成13年4月より、東京都児竜虐待カウンセリン

グ強化事業として、虐待「；加ヒ、親了・関係の改善、家

族1呼統合を図ることを日的とし、おおむね月2［；11程

度児．童相談センターを除く各児童相談所に梢神科．等

の医師を登録し、指導助雷を得て、児童相談所にお

ける保護者に対する効果的なカウンセリング等を実

施している、，また、児童相談センター治療指導課を

中心に、親・家族に対する援助事業を検討中であ

る、、

（2）関係機関、民間団体の取り組み

　児．童相談所の援助（こ拒否的な虐待をしてしまった

母親、子育てに不安を感じている母親、虐待をして

参形’文献

U鷹京都児柏．‖LWセンター「．　f・どもの虐待↓U㌦処遇マt’．・tLアル1改‘lj販東

　京者ll児e／相Fi炎センty－20〔1

．Zlr・．｝二．も∂．jf呂f．1．IVJ．止．ビンタ・・「．i皮虐i．），LUIsよr♪ノ，9f／d／『Ud）tPtt田戊と汀訂“1　ゴ．ど

　もび刀1⊆筒…［i方］ヒセン　ター199［

「キーワnド：！g虐待ケースマネージメント糠一「

　　噛虐待に関わる事例についてL児麓相緬を中心とする1

；麟縷裟㌫謂蒜蒜：蒜㌶竺三ξ驚蒜∋

　機関と連携し、必要に応じて弁護士、医師等専門家の助言を

　得て、問題解決を図る）と②児童虐待防止連絡会議（地域に

　おける児輌虐待に関わる間係機関のネットワーク作りの推進

　のため．各児麺相談所が所管する区市町村ことに年1回開催

　している）を設磁している。
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児童相談所　時保護所に
おける新たな取り組み

．特 集
子ども家庭福祉援助実践の
新たな展開

　　　　　　　　　　　　すず　　き　たか　ゆき

鵡川好大学文鞠助手鈴木崇之

1．児童虐待への積極的介入施策と児童相談所一時

　保護所における保護ケースの変化

　2000年11月より「児苗：虐待の防1ヒ等に関する法

律」が施行され、児巾相談所は児童虐待問題に対す

る積極的介人を益々求められるようになった。

　同法第八条では、児敬相談所が被虐待児箪：に関す

る通告又は送致を受けた場合、児童相談所長は「速

やかに、当該児敢の安全の確認を行うよう努める」

とともに必要に応じて「一・時保護を行うものとす

る」とされており、被虎待児処遇における・時保護

の重要性が本法律により条文化された形となった、，

　被虐待児処遇における一時保護の稲極的活川につ

いては、1997年6；120口1日厚z1三省児苗家庭局長通知

「児ri‘：虐待等に関する児恒福祉法の適切な運川につ

いて」（児発434り『）においてすでに求められていた

が、このような積極的介入施策の具体的影響は「児

～掴‘B談所における虐待に関する相談処理件数」、「児

竜祁談所における所内’時保波受d・J・W数」および「保

護児苗：．・人あたりの平均保護口数」等の数値的変化

にも現れてきている，、

　虐待相談処理件数は1990年度の1，101件から、1999

年度には11，631件にまで急増している．，

　一’方、一時保護受付件数は199〔｝年度の15，837Vlzか

ら1999年度には16，85tL件へと、虐待相談処理件数と

比較すればf申び率がゆるやかである。また、　・人あ

たりの平均保護ll数を見てみると1990年度の13．60

日から1999年度には15．89Uへと漸増している。

　・時保護受付件数が虐待相談処理件数の増加率に

比して｛斬増に留まっている理山を、一・時保護所が日

常的に満床に近い状態にあり、虐待介入の受け皿と

して使川Lにくいためと考えることもfi］－能である。

　さらに、虐待ケースは’．「L保護してもその後の措

置先を探すのが困難な場合が多く、保護期間が長期

化する傾向にあり、特に措1●先の少ない自治体にお

ける平均保護日数増IJIIの要因となっている。

　しかし、このような1．s．1：的変化に加え、　・1時保護ケ

ー・ スは質的な面でもかってない変化を見せている，，

　一’時保護長期化に結びつくケースは、上記の虐待

ケースの他、「施設不適応」や「ひきこもり」等の

ケースがあげられ、比較的単純な養護相談ケースと

は一線を画した処遇困眺状況を現」易にもたらしてい

る。「施設不適応」とは．・1，1．は施設に措i虻されたも

のの、その環境に馴染めず不登校、非行、対職員暴

力等の「問題行動」を起こし、一・時保1護所に戻され

るケースである。「ひきこもり」ケースは集団の変

化が激しく、ブラバシーが確保されていない生活環

境では、かえって不適応を生じる場令もある。

　このような質世両llliにおける保護ケースの変化の

もと、一一時保護所には以前には考えられなかった新し

い役割や処遇内容が求められるようになりつつある。

　そもそも一時保護の目的は緊急｛呆護・行動観察・

短期入所指導等であり、次の措置先につなげるため
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の経過措置という位i撹づけが．’般的であったtJ

　－・時保謹所の施ll生面に関しても、児童の行動n川

が制限されるなど長期間措置しうる環境ではない。

　虐待を受けていた家族から離れ、安心できる環境

で生活をするべき児最が、　冊保護所でよりストレ

スフルな生活を強いられるケースも少なくない，t

　このような状況でも、［’1の前にいる児童に対応し

なくてはならない職貝たちの聞からは、受け皿が不

備な段階で児1†［ホ1｜談所の虐待介入機能ばかりがll宣伝

される現状に不満を訴える声もヒがっていた。

　厚生労働省は児童虐待の早期発歩己・早期対応に向

けた「入Ll」の整備および・時保護委託や措1『11が吋

能な養fif｜F1．．親、地域小規模児童養護』6i設の増加策等

の「．“111／1」の整備を垂ノ、1〔的に行ってきたが、虚待ケ

ー スの最初の受け1田である．一時保護所そのものに対

する施策が後手に回ったことは否めない．、

　しかし20〔〕］年度厚牛労｛弱1省1r算概要では、　・時保

護所にも非常勤心理療法担．1当職貝を配置する∫ち算が

つけられ、補助基準面手～｛も拡大された。また、　・［1寺

保護所に対’する予算が増えた自治体では職貝を増や

し、ハード面の改訴を行い、常に＃S，ilN状態だった保

護人数の定貝を増やして緊急的状況に対応しうる余

地を生み出そうという動きもあるc、

　ところが、ハード面が改善の方向に向かっても、実

際に現在の時保護所の1／tl1ヒ山面の変化への対策は

各　冊保滋所ごとに模索中という状態である，，そこ

で本稿では、新しい・11，，h…保謹事業を先行的に行って

いる東京都児童：相談センターと神奈川県中央レ巳歳相

談所の取り組みを紹介し、今後の一時保護所のあり

方を考えていくヒでのヒントを探ることとしたい。

2．東京都児童相談センターの治療指導事業

　東京都児世相談センターには’時保護所のイ也に治

療指導課という部署があり、1三に被虐待やひきこも

世界の児巾と吐ヤ1

り、施設不適応等、梢神医学的・’L・埋学的アプロー

チからの治療指導．が必要な児1†1：に対して通所・宿泊

による処遇を行っている。

　都の「if，独ハ11；業である治療指導1∬業は1975年3月か

ら知1的障害幼り己の指導訓練を目的として開始された，．

　1982年1〔〕1．1から学齢の情緒障）1：児の受け人れを開

始し、1985年度からは情緒障害児の宿泊i台療指導を

スタートした．，1997年度からは虐待ケースの’時保

護も実施している、、

　治療指導事業のFl的は「家庭、学校、施設及び養

育家庭などで不適応状態を呈するr・どものうち、従

来の通所指導だけでは1’分な効果が得られない者に

対して、多領域の‘～〔門職種によるチームにより、濃

密で集中n勺な通所指導と宿泊指導を繰り返すことに

より、不適応状態の改善をはかること」である、、

　対象児苗は18歳未満の学歯令児の内、特に「家庭、

学校、施設・養育家庭などで不適応を呈するほどの

情緒的・行動的il／ti乱状態にあるもの。不登校、集1・j1

不適応、家庭内暴力、神経症、心身症、ぐ犯・iJI…行

（金銭持ちだし｝、被虐待児」等とされている。宿

泊定Hは男女8名ずつの計16名で、日中のプログラ

ム参加児敢は宿泊と通所あわせて20名前後である。

　9名のスタッフがローテーションを糸fl．み児鍵の指

導にあたっており、うち5名が心埋職である。また、

課長、医艮、医師の3名が梢神科医である．、

　処遇内容は午前中は学習や心理血接、午後は音楽

療法、造形療法、体育・レクリエーション療法・、家

族療法等の各種グループ療法、夜間はだんらんの時

聞となっている。

　入所期問は通所指導を組み合わせつつも、おおよ

そ3カ）1問とされている。

　虐待ケースは1999年前後から増hllkJ（向にある。一・

時保護所が満床状態のため、物理的に空いていれば

受け人れざるを得ず、治療指導よりも．一’時イ呆護の行
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動観察として受け入れているのが現状である。

　施設不適応児はその多くを、夏休み等の長期休暇

に受け入れている。施設職員を含めてケースカンフ

ァレンスを実施し、最終的には元の施設に戻すこと

を目指している。

　ひきこもりや不登校ケースに関しては、1995年9

月より保護者の治療依頼を直接受ける独自の窓口を

設置し、相談受付の範囲を広げている。

　精神医学・心理学的アプローチとはいえ、困難ケ

ー スの処遇に決まった解答があるわけではない。梢

神科医による医学rl勺診断やベテラン心理職のスーパ

ー バイズのもと、「なぜこの子どもはこのような行

動をとるのか」「受け手側はどのような配慮をした

らよいか」等を各療法のセッションや生活場面等で

直接関わる職員同士が言語化しあいながら、児童と

周囲の人間の心理構造を描き出し、それを保護者や

施設指導貝に伝えていくという、児童の心理的側面

にきめ細かくアプローチする実践を行っている。

　治療指導課の特徴として特筆すべき点は、ネット

ワークの基点としての役割を担っていることである。

　情緒障害児短期治療施設設置の代わりに治療指蝉

課を児童相談センターに附設することにより、地域

児童相談所の一時保護所や児童福オ止施設等の困難ケ

ー ス処遇をバックアップすることが可能となった。

　また、治療指導課で施設職員等のスーパバイズを

するのみならず、心理職と医師が巡回支援を行った

り、虐待ケースの追跡調査等も行っている。

　児童相談所内に情緒障害児短期治療施設と一・時保

護所との双方の機能を兼ね備えたセクションを設置

することにより、一一一時保護所の質量それぞれのケー

ス変化に対する柔軟な対応を行っている。

3．神奈川県中央児童相談所の思春期生活支援事業

神奈川県中央児童相談所は1996年4月の神奈川県
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立総合療育センター完成と移転に伴い、県の単独事

業である白立支援事業をスタートさせた。「短期集

団生活体験を通じて、自立へのきっかけをつかむた

めの支援」を目的に開始された本事業は、1999年度

からは事業名を思春期生活支援事業に変更し、「思

春期の心身ともに揺れ動く、不安定な児童の生活を

支援する」として事業目的に広がりをもたせた。

　児童指慈貝6名、非常勤指導員2名でローテーシ

ョンを組み、指導にあたっている。

　処遇対象は進路支援・就労希望の児並、不登校児、

施設不適応児、そして思春期の被虐待児等である。

　処遇期間は原則的に3カ月以内であるが、ケース

によっては処遇継続がなされることもある。

　処遇内容は就労希望の児童を対象とした「作業グ

ループ」とそれ以外の「学習グループ」に分かれる。

　作業グループは美化活動、調理実習、農芸、個別課

題等の集団活動で生活リズムの確立や就労に対する

意識づけを図り、その後求職活動やアルバイト等の

個別プログラムに移行するe

　学習グループは、午前中に国語・数学・英語等を

各々のレベルとペースに合わせて学習し、午後には

ミーティングや作業、社会体験行事等を行う。

　月2回、少人数のグループでソーシャル・スキル

・ トレーニング（SST）を行い対’人関係能力を高

める練習を行っている。また、週1回5kmマラソン

を行い、基礎体力作りも行っている。

　神奈川県の思春期生活支援事業は、「安心できる

居場所における短期集団生活体験が生活治療の効果

をもつ」という既存の一一時保護所の長所を活かす形

で運営されている点に特色がある。

　もちろん、県立総合療育相談センターには医療的

対応を行う環境は整っている。その上で、思春期生

活支援事業では「治療モデル」よりも、むしろ児童

一 人ひとりの目標に沿った「生活モデル」的アプロ



一 チによって、中学生から18歳に至る児童の自立を

サポートする処遇爽践を行っている。

　自立支援寮を附設する2カ所の都立児童白立支援

施設や白活訓練寮を附’設する児．竜養護施設、そして

自立援助ホーム等の地域ケア資源が充実している東

京都とは異なり、神奈川県は児竜非1．1談所に思春期生

活支援川施設を附1没するという方法を．選択した。こ

れにより、児恒相談所で受付‘可能な相談範囲が拡大

したとともに一’時保護所を本来の日1「i〈）のために使用

できるようになり、大きなメリットとなっている、，

4．まとめにかえて

　2つの事業が単なる　・IL↑保漫所の増床という意味

あいを超え、各自治体の児～置福11ヒシステムの間隙を

塊める形で、　．・時保護ケースの質的・；｝ヒ的変化に対

する新たな処遇実践を行う様．f・を概観してきた。

　東京都の治療指導：事：業は、精神医学的・心理学的

アプローチに基づくスーパーバイズとアフターケア

機能を担いながら、措置先との協力関係を形成し、

地域のケア資源を活かす方向性をもっている，、実際

に困難ケースの生活ケアを実施し、そこからの知見

をフィードバックしながら施設等と連携体ilil」を形成

するという手法は、これからの・11寺保護所が担うべ

き役割のひとつの方向性を示していると思われる。

　また、神奈川県の思春期」生活支援．ll渓は、既存の

一時保護所の反所を活川しながら、当該自治体の児

i3’：福祉システムの問隙を補完する役割を事業化した

ものとして評価できる。

　だが、これらの取り組みでも対応が難しいケース

が存在することも事実である。例えば、性的虐待に

よるPTSDのケースは男女混合処遇の・時保護所

では難しいし、暴力等の形に行動化するケースの処

遇では職貝の安全が保障されているとは言いがたい

現状であるt．、このようなケースに対する処遇問．題は、

1日界の児巾と悦性

一時保護のみならず、児童福祉システム全体に関わ

る大きな課題として未解決のまま残されている。

　一・時保護所は多様なケースへの柔軟な対応力をも

った部署であるがゆえに、今後もさらにケースロー

ドが高まることが予想される。だが、．一・ll寺保護所の

負担増は、その自治体の児童福祉システムのどこか

に不全があることの反映ともいえる。保護ケースの

質的・最的変化に対応するためには、　・時保護所が

これまで担ってきた役割と今後担っていくべき役割

とを位慣づけil｝1：し、人員配置や処遇内容を工夫する

ことが求められるだろう。本稿で紹介した2つの事

例はその．先行事例として参考になるはずである。

　最後に、後進i．養成の取り組みを紹介しておきたい。

　東京都の治療指導課は数年前から研修生として心

理学専攻の大学院生を受け入れているt・tこれまで児

童相談所心理1｛哉は心理判定貝等「．送り手」であるこ

とが多かった。しかし、現在は生活場面においてケ

アワーカーとともに「受け手」となる人材が求めら

れているため、その養成機関の役判を担っている。

　また、神奈川県では伝統的に一・時保6隻所の非常勤

指導貝として学生を入れている。一’時保護所での臨

床実践経験を積んだ後で、公務貝や福祉施i没職貝と

して活躍している人材も多い。このような即戦力と

なる人材を育成する機能も、最前線の現場たる一・時

保護所の大切な取り組みのひとつであるといえよう。

「キーワード：髄綴所の一時願所一
lvenas祉灘33条にzaづき噛の一日寺職を行うtc　toの施
1設・全国175カ所の児Utt目談所のうち・108カ所に畷（2001

　年齢は2～18tu、相談種別は養護・非行・育成等と幅広い。
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